
 

令和５年度の治山事業について 

 

山腹工事（みどり市東町） 

本箇所は令和４年８月の集中豪雨により山腹崩壊が発生し、直下の市道等に土砂が流出したことに

より、市道が一時通行できなくなる等の被害を受けました。 

 山腹崩壊地及び荒廃渓流には不安定な土砂が堆積しており、今後の豪雨等により土砂災害が発生す

る恐れがあることから、山腹工と渓間工を施工し、山腹崩壊地の拡大防止と土砂流出防止を図りまし

た。 

  

○簡易法枠吹付工 509.3 ㎡  ○モルタル吹付工 451.1 ㎡ 

○大型かご枠工 55.0 ㎡   ○金網併用ロープ伏工 53.2 ㎡ 

 

渓間工（みどり市東町） 

  

○No.1 鋼製枠谷止工 20.7ｔ          ○No.2 鋼製枠谷止工 43.89ｔ 

 


